
 

 

 

 

 

新型コロナウイルスワクチン接種事業について（その９） 

 

新型コロナウイルスワクチン接種事業の実施状況等について報告します。 

 

１ ２０２３年度の新型コロナウイルスワクチン接種（「令和５年春開始接種」）について 

２０２３年５月８日から６５歳以上の方及び医療従事者、基礎疾患をお持ちの方などを

対象に「令和５年春開始接種」を実施しております。 

現在の６５歳以上の方の予約状況及び接種状況は、以下のとおりです。 
 

（１）予約状況（２０２３年６月１５日現在）     

区分 人口（a） 注 1 予約件数（b） 予約率(b/a) 

８０歳以上 42,092人 18,823人 44.7％ 

７０－７９歳 52,881人 26,113人 49.4％ 

６５－６９歳 22,244人 8,281人 37.2％ 

合計 117,217人 53,217人 45.4％ 
 

（２）接種状況（２０２３年６月１５日現在） 

人口（a） 注 1 接種者数（b）注 2 接種率(b/a） 

117,217人 33,308人 28.4％ 

注１ 人口は、２０２３年１月１日現在の住民基本台帳に基づくものです。 

  注２ 接種者数は、ワクチン接種記録システム（ＶＲＳ）のデータです。 

  

２ 予防接種健康被害救済給付認定について 

新型コロナウイルスワクチン接種に伴う健康被害救済給付申請に関し、１件が認定され

ました。   
 

国の認定日 ２０２３年５月８日 

申 請 理 由 死亡 

認 定 内 容 死亡一時金、葬祭料の給付 

認 定 経 緯 

２０２１年８月３０日 遺族が市へ給付申請を行う 

２０２３年５月 ８ 日 国が給付を認定する 

２０２３年５月１８日 国から市へ認定通知が届く 

 市から遺族へ認定通知書を送付 

  
  死亡一時金及び葬祭料（総額４４,４１２千円）は、５月１８日付で予備費を充用し、

６月中にご遺族の方へ給付する予定で手続きを進めています。 

２０２３年６月１９日 

行 政 報 告 資 料 

保健所保健予防課 


